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今後の降雪対応をさらに改善する取り組み
☆大分県警と今後の連携について確認しました☆
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　平成２３年３月３日、事務所会議室にて、大分県警本部・竹田警察署・豊後大野
警察署と降雪時における今後の連携について確認する会議を実施しました。
　この会議は、昨年１２月から本年１月にかけて例年以上の降雪により全国的に長
時間にわたり多数の車両が道路上に滞留する状況の発生を受け、佐伯管内について
も交通管理者との連携をさらに強化する目的で実施されました。
　会議には、先日、警視庁と同時に発表された『降雪時における直轄国道の管理に
ついて』などの資料を使用しました。
　また、除雪など現場対応で困った経験を率直に意見交換し、国道５７号における
現在の連携状況で異常な降雪に本当に対応できるのか？など、沢山の問題点・改善
点を確認しました。
　今後、今回の会議を生かし、具体的な交通規制及び通行止めをテーマに定期的な
会議開催と、県境を跨ぐ交通管理者間の連携について検討することを確認し会議を
終了しました。

【国道５７号佐伯管内における降雪対応の確認事項】
①自専道　中九州横断道路の速度規制等の管理者間
協議の迅速な対応（双方パトロール、危険を感じたら即
時連携を図る）
②交通管理者がタイヤチェーン等装備規制の実施する
場合の問題点を今後整理する（規制場所・人員など）
③大型通行止め処置を実施する場合の問題点を今後
整理する（通行止め場所・区間・現道なので地域住民は
通行可？など）
④毎年開催の阿蘇地域雪氷会議へ、大分県警の参加
を阿蘇地域振興局等にお願いする
⑤営業車両のスタックが近年多いので、大分陸運支局
とも連携が必要
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